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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月２８日（金） ０６時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海市肥前
ひ ぜ ん

大島
おおしま

港 

 西海市所在の寺島橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０２７°１,０１

０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０２.７′ 東経１２９°３８.０′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 國
くに

丸、４.９５トン 

   ＮＳ３－５０７４２４（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.７０ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４７kＷ、昭和５３年１０月２日 

第２９２－３５５３２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 あゆ丸、２.４トン 

   ＮＳ３－４０２４５１（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.９６ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１４kＷ、平成４年５月１２日 

第２９２－３５８８５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年４月９日 

    免許証交付日 平成２４年７月２４日 

           （平成２９年９月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年８月１８日 

    免許証交付日 平成２３年６月１３日 

           （平成２９年２月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ キール船首部及び中央部並びに船尾船底部に擦過傷 
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Ｂ なし 

養殖筏
いかだ

 枠の曲損、網に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、西海市端
はた

ノ
の

島東方沖から西海市大島と同市寺島間の水路（以下「本件水路」とい

う。）へ向け、約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

南西進した。 

Ａ船は、船長Ａが、手動操舵によって操船に当たり、本件水路の北

口で左転後、右舷方の造船所岸壁を見たり、右舷船首方の肥前大島港

からの出港船の有無を気にしたりしながら、南南西進していたとこ

ろ、船首方至近に養殖筏を視認して右転したが、平成２５年６月２８

日０６時３０分ごろ、寺島橋橋梁灯（Ｃ１灯）北北東方沖において、

Ａ船の船首部とＢ船に押されていた養殖筏とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ｂ船船首と養殖筏（縦１１.５

０ｍ、横６.００ｍ）とを３点で固定し、０６時００分ごろ寺島西岸

の係留地を出航後、大島東岸沖の養殖場へ向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが操舵室内に取り付けられた渡し板に座って操船に

当たり、養殖筏に入ったトラフグの稚魚（７,６４６匹）の溺死を防

ぐため、約０.４knの速力で本件水路に沿って北北東進した。 

船長Ｂは、本件水路に進入した際、端ノ島東方沖から本件水路北口

に向けて航行するＡ船を認め、Ａ船を見ながら、航行を続けていたと

ころ、Ａ船が本件水路の北口で左転後、Ｂ船に向けて約１００ｍに接

近し、進路を変更しないことから、危険を感じ、渡し板に立って手を

振って大声を出したが、更にＡ船が接近したため、機関を全速力後進

にかけて右舵を取ったものの、養殖筏とＡ船が衝突した。 

Ａ船は、養殖筏を乗り越して停止し、船長Ａが、Ｂ船に近づいて船

長Ｂの安否を確認した後、船長Ｂが親族経由で通報した海上保安庁の

指示により、寺島西岸のＢ船の所属漁協前岸壁まで自力で航行を行

い、船長Ｂは、破れた養殖筏の網を補修し、Ｂ船は自力で大島東岸沖

の養殖場に向かい、養殖筏を係留した後、本事故の対応に当たった。 

養殖筏の稚魚は、１,４２５匹が逃げ出し、１４匹が傷ついて売り

物にならない状態になっていた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 小雨、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、日頃から、本件水路を航行するときは、天窓から顔を出

して操船していたが、本事故当時は、海上が平穏であり、他船を見掛

けなかったので、操縦席に座って操船していた。 

船長Ａは、日頃から、本件水路を航行して釣り場へ向かっていた

が、寺島側からの航行船舶を見たことがなかったことから、本事故当

時も、左舷方は気にせず、右舷方の造船所岸壁を見たり、右舷船首方

の肥前大島港からの出港船の有無に注意を向けていたりしていた。 
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船長Ａは、本事故当時、レーダー画面を拡大表示していたが、本件

水路内は障害物が多く、レーダー画面が見づらいことから、目視によ

って見張りを行っていた。 

船長Ｂは、本件水路内で養殖筏を低速力で押しながら、航行する場

合、日頃から、他船がＢ船を避けて航行していたため、本事故当時

も、Ａ船がＢ船に気付いて避けて航行するものと思っていた。 

Ｂ船は、汽笛がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大島東方の本件水路を南南西進中、船長Ａが、右舷方の造

船所岸壁を見たり、右舷船首方の肥前大島港からの出港船の有無に注

意を向けたりし、左舷方から船首方の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船が押していた養殖筏と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、本件水路を養殖筏を押して北北東進中、船長Ｂが、Ｂ船に

向けて航行するＡ船に気付いていたが、そのうちＡ船がＢ船を避ける

ものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けていたことから、養

殖筏とＡ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大島東方の本件水路において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船

が北北東進中、船長Ａが、右舷方の造船所岸壁を見たり、右舷船首方

の肥前大島港からの出港船の有無に注意を向けたりし、左舷方から船

首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、そのうちＡ船

がＢ船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けてい

たため、Ａ船と養殖筏が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・養殖筏を押しながら、低速で航行し、他船を避航する場合、操縦

性を考慮して早期に必要な動作をとるように留意すること。 

 ・自船に接近する他船に対し、有効な音響による信号を行うことが

できる航海用携帯汽笛等の手段を備えておくこと。 

 


